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平成 21年 12月 11日 午後 7時 15分 、私の携帯電話に牛込警察署の刑事課の

K刑 事さんから連絡があり、「息子さんと思われる方が電車に眺ねられ、危篤状態な

ので、急いで新宿河田町にある東京女子医大へ行つていただきたい。」と告げられま

した。私はいきなりのことでよく事情が飲み込めませんでしたが、すぐにタクシー

で東京女子医大病院に向かいました。「危篤」という言葉が頭の中を駆け巡り、とに

かく人違いであって欲しい、ただそれだけを願つて先を急ぎました。

午後8時 頃に東京女子医大病院に到着すると、すぐに息子が治療されている救命

救急センターヘ案内されました。

ベッドに横たわつていたのは、今まで見たこともない息子の姿でした。顔は信じ

られないほど腫れ上がり、体中に管がつながっているように見えました。日元から

はグラグラと涙のような血が流れ出していました。私は、いたたまれなくなり、温

かいタオルを貸してもらつて、日元の血を何度も何度も拭いました。そして、ベッ

ドの脇で、「信助 ! 信 助 !」と,息子の名前を呼び続けました。私の声に気付いて目

を醒まして欲しい、そんなやむにやまれぬ気持ちでした。

私の願いも空しく、年後 8時 30分 すぎ、息子 ・信助の心臓は止まつてしまいま

した。私は、すぐに息子の死を受け入れることができず、そのまま30分 以上も息

子に大声で叫び続けました。

「信助、帰つてきて !帰つてきて !」

救命救急センターには、息子の新しい勤め先である美大の職員の方々も駆けつけ

てくれていました。みなさん、前日の歓迎会の後、息子がいつまで経つても出勤し



てこなかったことを不審に思い、何か トラブルに巻き込まれたのではないかと心配

して下さつていたとのことでした。

その後、息子の遺体は地下の霊安室に移されることになりました。私が息子の職

場の方々と一緒に霊安室に向かうと、部屋の前で待つていた牛込署の刑事さん2人

(一人はK刑 事)か ら 「自殺のようなことはありませんかね?」と尋ねられました。

私は哨嵯に 「全くありません。」と答え、息子は、2か月前に本来の志望だつた大学

職員に念願叶つて転職できて本当に心から喜んでいたこと、新しい職場ではいい先

輩方に恵まれ、毎日充実している様子だつたこと、今住んでいるワンルームの部屋

が手狭になっていたので、巣鴨でもう少し広めのところを探すと楽しみにしていた

ことなどをお話しして、「だから自殺なんて考えられません。」と繰 り返しました。

刑事さんたちは息子の職場の方々にも自殺の心当たりはないかと順々に質問しまし

たが、皆さん、日を揃えて、「原田君が自殺するなんて、絶対にありえない。」とき

つぱりとおっしゃっていました。そればかりか、職場の仲間として息子に大きな期

待をしていたことも刑事さんたちに伝えてくださいました。

この時、私は大きな疑問を抱いていました。というのは、息子の遺留品の中に、

愛用していた鞄がなく、また、履いていた靴も片方が見当たりませんでした。そし

て何より不思議だつたのは、息子が病院に運び込まれたのが12月 11日 午前 7時

30分 ころだったにも関わらず、私や職場への連絡は、それから約 12時 間後の同

日午後 7時すぎだったことです。この点をK■ll事に尋ねたところ、「信助さんは身元

が特定できるものを何も持っておらず、背広のポケットにわずか400円 が入つて

いただけだつたため、身元判明に時間がかかつて連絡が遅くなりました。」と説明さ

れました。じゃあ、どうして私の息子だということが分かつたのですかと聞くと、

K刑 事から 「実は、息子さんは昨夜、大学生とトラブルになって新宿警察署にいた

んです。そのことから身元が分かりました。」と告げられました。私は、耳を疑いま

した。息子は自分から人様と喧嘩するような、乱暴な人間ではありません。何か大

変なトラブルに巻き込まれたに違いないと直感しました。私はその時 「信助はタチ

の悪い大学生に絡まれたんだ。そしてその大学生の恨みを買つて、新宿警察署を出

た後、後を付けられ、早稲田駅のホームで突き落とされたんじゃないだろうか?」

と思いました。そこで、すぐにK刑 事に、息子が新宿警察署に何時頃までいたのか、

また、担当したIll事さんのお名前を教えて欲しいこと、そして、早稲田駅のビデオ

カメラを調べて欲 しいと、お願いしました。この時はまだ息子の自殺の可能性を少

しも考えていませんでした。ましてや、息子に痴漢の容疑がかかつていたなどとは、

夢にも思いませんでした。

12月 12日 早朝、一旦帰宅しようとしたところ、K刑 事から息子の司法解剖を

するかどうか監祭医の先生の判断を仰ぐことになると言われました。私は、ただで

さえ大きな怪我を負つた息子を、更にメスで切り開くような目に道わせたくないと



いう思いが強く、司法解割は望みませんでした。その日のうちに再び病院に戻つた

時には、K刑 事から司法解剖のお話はなかったので、私の方からその話題には触れ

ませんでした。K刑 事からは、息子のもう片方の靴と鞄が見つかつたと言われまし

た。靴は早稲田駅で発見され、鞄は新宿駅のコインロッカーに預けられていたとい

うことでした。

昨日お願いした早稲田駅のビデオカメラの件について、K刑 事は 「早稲田駅のビ

デオカメラを調べましたが、機械が古いのでよく見えませんでした。」と言いました。

代わりに、息子が所持していた Suicaの履歴から、息子が新宿警察署を出た後の行

動が分かつたのでと、各駅の乗り降りのメモ書きを見せてくれました。

午前 5時 52分  JR新 宿駅

午前 6時 17分  JR東 京駅

午前 6時 22分  東 京メトロ東西線大手町駅

私はK刑 事に、息子が何時頃まで新宿警祭署にいたのかということと、担当した

刑事さんの名前を教えて欲しいと再度お願いしましたが、K刑 事は困つた顔をして、

私の方から直接新宿警祭署へ尋ねて欲しいと言われました。

なお、この日のうちに、息子のボイスレコーダーも私の手元に戻つてきました。

これは、東西線早稲田駅で拾われ、牛込警祭署に届けられたということでした。当

時の私は、息子が何故なくなったのかという疑間で頭がいつぱいで、それ以上、こ

のボイスレコーダーの中に何が録音されているのか確かめることもしませんでした。

牛込警察署から帰宅した私は、新宿警察署に電話しました。息子が何故、死ぬ直

前の12月 10自 の晩に新宿警察署にいたのか、V つ`までお世話になっていたのか

を教えて欲しかったからです。しかし、電話に出た警祭の方は 「分からない。」と言

うだけで、担当の刑事さんに取り次いでくれようともしませんでした6私 は、たま

らず、 110番 に電話して、何とか教えてもらえませんでしょうかとお願いしてみ

ましたが、やはり何の情報も得られませんでした。

平成 21年 12月 13日 、新宿警祭署の箕路副署長から私宛に電話がありました。

黄海副署長からは、「息子さんと大学生3人 、うち女子 1名 との間で トラブルがあり、

駅員に取り囲まれ、お腹を触られたのではないかとする痴漢容疑で、息子さんは新

宿警祭署の生活安全課で事情聴取を受けた。しかし、大勢の人間が行き交う新宿駅

で、息子さんを痴漢と断定するのは無理と、痴漢容疑は晴れたが、その後、お互い

の暴行容疑で事情聴取が続き、(夜中の)3時 か4時 頃、学校もあるだろうし、会社

もあるだろうから、帰宅するようにと言われ、大学生は帰ったが、息子さんは休ま

せてくれと言つて、(新宿署の)2階 のソファで休んだ。息子さんが署を出たのは、

3



5時 15分 ・・・5時 か6時 半くらいの間かな。誰かがつきつきりでいたわけでは

ないので、正確な時間は分からない。」と説明がありました。

「痴漢容疑」という言葉を耳にしたとき、「絶対、ありえない 1」と私は即座に心

の中で否定しました。黄海副署長の声も、深刻な状況にそぐわない猫なで声のよう

で、とても信用できる感じではありませんでした。

私が 「息子は怪我をしておりませんでしたか?」 と尋ねたところ、「外傷はありま

せんでした。」との回答でした。

私は、息子のお通夜と告別式の準備があつたので、その時はそれ以上追及するこ

とはしませんでした。しかし、この時の黄海副署長からの説明で、私の疑念は確信

へと変わりました。

4  息 子のお通夜と告別式の後、私はしばらく放心状態でした。そのうち、息子の声

が聞きたいと強烈に思うようになり、牛込警祭署から引き取つてきたボイスレコー

ダーのことを思い出し、再生してみました。

ボイスレコーダーからまず最初に聴こえてきたのは、「(録音を)録 つております

ので、続けていただけますか?」 という息子の肉声でした。落ち着いている日調で

したが、こんなに興奮している息子の声はいままで聴いたことがありませんでした。

それでも、息子は、なんとかして怒気を押さえ込んでいるということは、はつきり

とわかりました。

息子が話している相手は、警察官でした。新宿駅で暴行を受けたあと、新宿西日

交番に連れてこられたということは、その時にはまだ私には分かりませんでした。

録音時間は7時 間以上に及んでいました。私自身の憔際がひどかったこともありま

すし、ボイスレコーダーから流れてくる内容が、想像だにしていなかった、息子が

亡くなる直前の悲惨な状況を伝えるものでしたから、一度にすべてを聴くことはで

きませんでした。

再生しては止め、心を落ち着かせ、再生しては止め、を繰 り返し、ようやく聴き

終えたのは、お葬式から一週間ほど経つた頃だつたと思います。

録音の最後には、「ピー !」という電車の激しい警笛音,「ギギージ!」という電

車の激しいブレーキの音,そ の後の早稲田駅の騒ぎの様子まで記録されていました。

すべてを聴き終えたとき、私の身体は怒りで震えていました。

「このボイスレコーダーは、信助がどうしても私に残したかつた 『伝言』なのだ。

やはり、息子は、私に無念を晴らしてほしいと言つている」。

そう思わずにはいられませんでした。息子の無念を晴らすため、私が頑張らない

といけない一―ボイスレコーダーを握りしめ、そう誓いました。

5  12月 28日 、私は牛込警祭署のK刑 事を訪ねました。 2日前に 「大手町のビデ

オカメラに息子さんの姿が映つている。」と連絡があったためです。



K刑 事が用意してくださつたビデオカメラに残っていた″魯子の最後の姿は、フラ

フラと力なく歩く、やつれ切つた様子でした。

私はK刑 事に 「12月 10日 の新宿駅での トラブルの様子もビデオカメラでわか

りませんか?」 と尋ねました。K刑 事からは 「新宿のことは新宿警祭署に任せてあ

るので、こちらではわかりません。」と言われました。その後、K刑 事は、私が以前

からお願いしていた、早稲田駅の息子の発見現場を案内してくださるということで、

牛込警察署から車で送つてくださいました。

東京メトロ早稲田駅下リホームの一番端。

私たちはそこに立ち、K刑 事は線路に向かつて指差しました。「あのあたりですよ」。

その指の先にあるのが、息子が電車と接触し、そして引きずられた血痕の跡でした。

12月 11日 、午前6時 40分 一一。

救急隊員が駆けつけたとき、息子は自分の名前が言えたそうです。

息子は自ら命を断とうとしたと思われます。線路に横たわって、薄れゆく意識の

なかでなにを考えていたのでしょうか。

それよりも前、早稲田駅のホームヘ降り立ち、下りの電車を待つ間、息子の頭の

中には、「次の電車が来たら、自分の人生を終わりにしよう。」という思いしかなか

つたのでしょう。

これからの人生、冤罪被害者として生きていくことは、プライ ドの高い息子にと

っては考えられないことだったのでしょう。ましてその容疑とは、男性として、も

つとも屈辱的である痴漢容疑です。息子は自分の将来に悲嘆してしまったに違いあ

りません。

突然の暴行、痴漢容疑による長時間の取り調べ……もはや正気を保つていられな

くなった息子の足が自然と向いたのは、愛してやまなかった母校の最寄駅だつたこ

とに、改めて私はその無念さを知らされたのでした。

ホーム上で、長い間、手を合わせながら、「お母さんが、ちゃんと調べるから。見

守っていてね」と、信助に話しかけていました。

年が明けて、平成 22年 1月 9日 、黄海副署長から電話があり、新宿署で一度会

つて説明したい、とのことでした。週明けの1月 11日 に新宿署にお伺いすること

になりました。

1月 11日 、約束の時間に新宿署へ行くと、黄海副署長と生活安全課の菅原課長

が応対しました。 2階 の応接室に案内されると、黄海副署長は、笑みを浮かべなが

ら、「今日はもう我々はですね、腹を裂いてですね、本当の事実のありのままを、お

話しようと思っているんですよ。」とおつしゃいました。しかし、私がボイスレコー

ダーでの録音をお願いしたときは、ふたりとも血相を変えて、「やめてもいいですけ



ど。」、「普通、録音しないんですよ。」、「出されて、やられたらお話できない。」など

と言つて拒否されました。私が 「それでは、お話を。」と切り出しても、お茶でも一

杯と言つて、すぐに本題に入ろうとしませんでした。「私に連絡をいただいたのは、

ネクタイのことなんですか?」と質問をすると、「ネクタイのこともありますけれど、

時間も経過しましたし、そろそろ説明を申し上げたいなぁと思いましてご足労を。」

とおつしゃいました。ネクタイの件とは、告別式の翌日、平成 21年 12月 17日

の朝に、黄海副署長から信助のものかもしれないネクタイがあるから確認に来て欲

しいと連絡を受けたのですが、その頃は新宿警察署に対する不審も芽生えていたの

で、お伺いしなかったという経緯のことです。

まず、私は最初に、12月 13日 に黄海副署長からの電話で告げられた言葉を確

認しました。私が少しずつ読み上げて、確認をお願いしました。 「おおぜいの人が

行き交う新宿駅で息子さんを痴漢と断定するのは無理と痴漢容疑は晴れたが、その

後、お互いの暴行容疑で取り調べが続いた。」と読み上げたとき、「取り調べ、じゃ

なくて事情聴取ですね。」と副署長から訂正が入りました。「取り調べというと、犯

人じゃないですか。ねえ。そうじゃないんで。事情を聴くという意味です。」と言わ

れました。

また、早朝に帰ってもいい、と言つたという説明については、「ず一つと長く署の

ほうのなかに帰つてはいけませんよ、という状態を作るわけにはいかないから。」と

のことでした。

そして、黄海富t署長はこう言いました。「痴漢の疑いというのは、確かにかけられ

たんです。やつていないということも分からないんです。特定するにいたらなかっ

た。そういうことです」。何だか肝心の所がはぐらかされているような気がしたので、

私は 「″息子が、痴漢をしたり、自殺をしたりするようなことは、絶対にない、と、

知り合いの者、親戚の者、大学の先生、息子の友人、みんな申しております。」と申

し上げましたが、それに対して黄海副署長から 「それはご本人にしかわからない。」

と言われました。私は、その言葉に、とても腹が立ちましたが、その場では 「そう

ですね、今となってはそうでございますね。」と答えました。すると黄海副署長は、

「我々もそう思って冷静に判断したんですよ。息子さんのために判断したんですよ。

結果的には。だって疑いかけられて、痴漢を特定にいたる材料がなかった、特定に

いたらなかったということを我々は認定したんですよ。」と言いました。

私が「たとえば、ひとりの悪意のある女性がいて、何かの腹いせにということは?」

とたずねると、黄海副署長は 「『たとえば』というのはやめましょう。実際にあった

話ですから。すれ違ったときにお腹を触られたんではないか、ということで、直後

にいたのが息子さんですから。すれ違って。それで女性が被害者だということで、

周りの学生も加勢して抑えようとしたら逆に抑えつけられたのは向こうの方だった

んです。息子さんの方が馬乗りになっちゃったんですよ。怪我をするとしたら向こ



うの方なんですよ。」と言われましたので、「では、トラブルとなったきっかけは?」

と問うと、黄海副署長は 「たとえばの話をやりましょう。女性が、この人が痴漢だ

と言つたら、一緒にいた人間はどうします ? そ んなの放つとけつて言いませんよ

ね。掴まえなきゃいけないと思うのが普通じゃないですか。とりあえず事情を聞く

ために、ちょっと待つてくださいよって、押さえようとするのが普通じゃないです

か。」と言いました。

「『ちょつと待つてくださいよ』って、引き止めるのに、なんで馬乗りになったり

する事態になったんでしょうか?」 と尋ねると、黄海富1署長は 「だから、息子さん

の方が強かったんじゃないですか。結果的には駅員さんが見ているんです。息子さ

んが、相手に馬乗りになっているところを見ているわけですよ。相手は鼻血だして、

怪我してる。」と言われました。私が 「息子が一方的に暴力を加えていると判断され

たわけですか?」 と尋ねると、黄海副署長は 「わからないです。要するに、お互い

のトラブルじゃないかっていうことで、駅員は現場に行つたんです。そのときに息

子さんは110番 をしている。」とのことでした。

このやり取りのあと、私は鞄から質問状を取り出しました。息子の経緯をたどり

たいので、いつなにが起きたのか、質問状に空欄を設けている質問状です。しかし、

黄海副署長は、受け取らず、「自分で書いてください」とおっしゃいました。

私が読み上げた質問状に対する黄海副署長の回答は次の通りでした。

・ 相 手の学生 3人 は、午前 1時 ごろから別室で事情聴取を受け、午前4時 ごろに
一

緒に帰うた。

・ 息 子も午前 1時 ごろから事情聴取がはじまり、午前4時 ごろに終わつたが、本

人の 「自宅に帰らないで、ここで寝たい。」という希望により、2階 で休んでもら

つた。息子が休んでいるところを、署員は5時 15分 ごろに見たが、6時 半ごろに

はすでにその姿はなかった。息子が新宿署を出たところを、誰も見ていない。
・ 警祭としては身柄拘束したわけではない。あくまで任意の事情聴取だつた。
・ 後日、息子は相手を暴行容疑で訴えるため、被害届を提出すると言つていた。
・ 結 局、被害届は両方から出ていない。

・ 両方の事情聴取により、警察は学生に 「原田さんに痴漢の疑いがかけられてい

ましたけれども、原田さんがやったという特定はできませんよ。」と説明した。
・ 新宿駅のビデオカメラの確認はやつているが、普通は、階段を上から撮る、下

から撮るとい う、階段の途中を撮影したカメラはない。息子と女性がすれ違った

ことが確認できるビデオテープはない。物証はない。

・ ビデオテープはないが、息子と女性がすれ違ったことは事実である。その根拠

は、女性が、町巳人」の姿格好、身俸の特徴、すれ違った状況を憶えていて、その

情報を総合して間違いないと判断したためである。だから、ビデオによる証拠は

裏付けるものになるか、ならないかという話である。



・ 通 路にはビデオカメラがあるがトラブルの様子は映つていない。したがつて、

どのビデオカメラにもトラブルがあった時点の映像は映つていない。

・ 息子に目立った外傷はなかった。

・ 女 性の服装から指紋を取る等のことは、いま、捜査でいろいろやつている。し

かし月長からほ措紋がとれるということはなV 。ヽ

・ で きれば、歯ブラシなどDNA鑑 定に必要なものを任意提出してほしい。事情

聴取の当日に採取しなかったのは、息子の死を予測しなかったから。後日来ても

らったときに提出してもらうつもりだつた。

。 しかし、いま調査しているのは、暴行容疑についてで、痴漢容疑ではない。痴

漢行為については特定できずで終わつている話。

・ 息子と相手方3人 のアルコール検査の数値は、個人情報のため、お話できない。

息子は泥酔まで至らなかったが、かなりの量が出ている。相手は男性ひとりが飲

んでいない。息子とトラブルになった男性、女性はそれぞれ微量だった。

。 110番 通報の内容は、駅員に取り囲まれているとしか、記録がない。

いま、こうして71j記してみても、黄海副署長の説明に、矛盾点がたくさんあるこ

とが分かります。当時の印象としても、息子のボイスレコーダーを何度も聴いたあ

とでしたから、すぐに説明の不自然さに気づきました。それだけではありません。

この1月 11日 以降、新宿警祭署が取つた対応は、この時点で確認したことから、

大きく変遷しています。

ちょうど110番 通報について質問をしているときだつたと思いますが、黄海副

署長は急に書類を見ながら、「お母さん、我々がなんか悪いことしたみたいに、いつ

も言われちゃうのはつらいところがありますね。警祭がなんか息子さんに悪いこと

したみたいじやないですか。」とおつしゃいました。「私はここでなにがあったのが

知る義務がございます。息子がどういう足取りをたどって早稲田駅まで行つたのか、

親として知らなければいけないので、お伺いしているんです」と申し上げると、黄

海副署長は 「それはごもつともですけれども、息子さんは痴漢っていうことで疑つ

ていたんですけれど……我々としてはなんでそういうふうに言われなきゃいけない

のかなと思っちゃうんですよね。逆につらいですよ、我々としても。で、息子さん

を失くしたつらさはわかりますけれど、我々としても、一生懸命原田さんのために

やつたのに、なんでそんなに言われなきゃいけないのかな、とつらいところがあり

ますよ。」と言いました。

黄海副署長の言葉を聞いて、私のなかに抑えがたい感情が沸き上がりました。

「あの、私も、痴漢容疑を掛けられた人間が、どのような処遇を受けるかという

ことは、今回のことがあるまで、まったく知りませんでしたので、まず第一にショ

ックだつたのは、息子が痴漢にされてしまったこと。そして、そのために事情聴取

を受けたこと。そして、その後、亡くなつてしまったことです。」と言いましたが、
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黄海副署長は 「うん、亡くなったことは不幸ですけれども、警祭署としては痴漢を

疑われて来たときに、事情を聴くのは当たり前の仕事です。」と言いました。黄海副

署長は、自分たちもつらいと言いますが、息子を失った私は、もつとつらいんです。

いや、一番つらく、悔しかったのは(″魯子自身のはずです。黄海副署長のお話は、

責任逃れに終始していて、私や息子の心情を慮るような気持ちは一片も感じられま

せんでした。

私は副署長に、息子が書いた確約証を見せていただきたいと希望しました。ボイ

スレコーダーには、そのときの状況が残されています。

黄海副署長から見せられた、確約証の文字を見て、私は絶句しました。息子が事

情聴取の際にノー トに走り書きしていた文字と同じだつたからです。そのノー トは

鞄のなかから見つかつたものです。初めのほうのページは、新しい職場のための覚

え書きや、請義の内容だつたので、仕事用のものだと考えていたのです。しかし、

あるとき、なにか手掛かりがないかとページを後ろのほうまで繰っていると、急に、

乱れた字で、「シンジュクケイサツショ」、「録音で人権」、「防犯」という文字や、人

の名前、階段の両脇に記された15、 16と いう数字、そして、左下隅に 「こうな

つちやつた人生 事 件 ど ういうわけで」と書かれていたのでした。その乱れた文

字は、息子の身になにか異常事態が発生しているのを知らせるシグナルそのもので

した。確約証の文字もまた同様です。私はしばらく見つめたまま動けませんでした。

また、この日は、新宿警祭署で最後に息子が撮られた写真もこの目で確認しまし

た。 息 子の格好は、上着がぐしゃぐしゃになっていて、フイシャツは、襟元が乱

れ、ズボンから裾が飛び出し、暴行を受けた際に引つ張られたからか、長時間の取

り調べの際にそうなったのか、ネクタイは床のほうまで結び目が垂れさがつていま

した。写真の中の息子の表情は、我を失っていました。自分に起こつていることが

信じられないといった様子でした。思えば、ひどい暴行を受けたあと、4時 間近く、

事情聴取を受けていたのです。どれほど疲れ果てていたことでしょう。息子の視,点

は焦フ点が定まらず、どこを見ているのかわかりませんでした。自分の人生の果てが

見えてしまったのかもしれません。 25年 間、育ててきて、はじめて見る、息子の

表情でした。

私はショックを受け、また言葉を失いましたが、我に返りました。この写真こそ、

最終的に死にいたらしめられるまで苦しめられた、動かぬ証拠だ、と。

「写真に撮らせていただいていいでしょうか?」 と申し出ると、黄海富1署長は 「本

来、裁断しなきゃいけない性質のものですから。」と許可してくれませんでした。私

がくその意味がわからないでいると、「息子さんは犯人じゃないんで、裁断しなきゃ

いけないんです」とおつしゃいました。私は焦りました。「裁断する前にいただけな

いでしょうか?」 と重ねてお願いすると、黄海副署長は 「V やヽ、取つときますから、
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これからも。」と言いました。息子の写真はずつと新宿警祭署で保管される、裁断さ

れない、と副署長が明言したことに、私は安堵しました。

二杯目のお茶をすすめられたとき、それまであまり口を開かなかった菅原生活安

全課課長が 「ボイスメモ、なんか、お持ちだつたんですか、息子さん。」と話しかけ

てきました。「あの、ボイスレコーダーが・……実は、最初はなかったんですが、あと

から牛込警祭署の落し物係のほうに駅員さんが届けられて。」と答えると、菅原課長

は 「あの、暴行、相互暴行の事実も捜査しているので、そういつたことでもし役立

つような内容があればですね、活用させていただければと思いまして。」と言いまし

た。 私 はとうとう本題が出てきたなと思いました。菅原課長は続けて 「もし、そ

のテープ、うちのほうでデーターを取らせていただくことはできないですか?」 と

言いました。私は、新宿署の対応に不審がありましたから、「息子が言つていたとお

り、たとえば階段にビデオカメラがないのであれば、立証することは無理なんじゃ

ないですか。階段を上っていたら、突然、腕を掴まれ、階段の下に叩き落とされ、

頭を床に打ちつけられたということを、西日交番のHさ んという警察官に、息子は

訴えております。が、それを立証できないんであれば、ボイスレコーダーをお貸し

しても意味もないんではないですか? そ れとも、息子が打ちつけられているのは、

どうもこのノー トから見るかぎりでは、一番下のようなので、違 う角度から探して

いただけないでしょうか。」とお断りしました。それでも菅原課長はしつこくボイス

レコーダーの提供を求めてきましたが、私はお断りしました。息子のボイスレコー

ダーは旧型のもので、ロック機能がついていませんので、うっかり消去されてしま

う怖れもあります。そして、なによりこのボイスレコーダーは息子の遺品ですから、

無防備にお渡しする心境にはなれませんでした。

ひととおりの質問を終え、次に場所を移し、新宿駅の現場を案内してもらうこと

になりました。

平成 22年 1月 28日 、新宿警察署の菅原生活安全課長から電話がありました。

1月 11日 の時に、事件当夜、息子が暴行現場から掛けた110番 通報の内容と、

息子が受けた暴行の内容について、後日確認して連絡をいただくことになっていま

したので、私はてつきりその件の連絡かと思いました。しかし、実際は、息子を東

京都迷惑防止条例違反、つまり痴漢の被疑者として認定し、書類送致するという連

絡でした。私は、余りのことにとてもびつくりしました。息子を被疑者と認定した

根拠は何でしょうかとお尋ねしたところ、菅原課長は 「大学生3名 と駅員さんの話

を聞きました。それから、駅の防犯カメラも調べた結果です。」との回答でした。し

かし、黄海副署長のこれまでの説明では、防犯カメラには写っていないということ

だったのに、急に、別の防犯カメラの映像があると言い出したり、全部はつきり写

つているわけでもないと言つたり、ちょつと聞いただけでも矛盾だらけでしたので、
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とても納得できませんでした。また、先 日お願いしていた件の回答もいただけなか

つたので、再度、折り返し、重ねてお願いしました。

これまで黄海副署長らからは、息子の痴漢容疑は晴れたと何度も説明されてきた

ので、今さらになってひっくり返し、息子を痴漢の被疑者とするというのは、余り

におかしなことだと思いました。私としては、死んだ息子の顔に泥を塗るような行

為に思え、悔しくて仕方ありませんでした。ただ、菅原課長の説明はどうも腑に落

ちないことばかりでしたから、疑問点は残らず明らかにしていかなければ、息子は

このまま痴漢容疑者の熔印を押されたままとなり、それではとても浮かばれないと

思ました。

2月 1日 、新宿警祭署の菅原生活安全課長から電話があり、1月 29日 付けで息

子を痴漢容疑者として書類送検し、検察庁の担当は犬木検事になったとの連絡を受

けました。暴行容疑での調書が存在するのか尋ねたところ、調書は存在しないと説

明したはずであるとの回答でした。また、息子の代わりに私が暴行の被害届を出し

たいと話したのですが、菅原課長からは何だか消極的な反応しかありませんでした。

それに、この1月 29日 というのは、ちょうど息子の49日 に当たります。どうし

てそのような日に、息子を東京都迷惑防止条例の被疑者として書類送致するのかと、

警察のあまりに理不尽な対応に深VW贋りを覚えました。

このままでは、息子は大した理由もなく痴漢容疑者に仕立て上げられるばかりで

なく、暴行事件もうやむやにされてしまうのではないかという危機感を強く感じま

したので、2月 25日 、私は直接新宿警祭署に出向いて、息子に代わつて暴行の被

害届を提出しようとしました。しかし、応対した署員の方からは、迷惑行為と認定

したので、必要以上の暴力は無かったとか、検察用に書類送致したので、新宿署は

もう関係ない、検察庁の大木検事に話して欲しいなどといい加減なことばかり言わ

れて、被害届の受け取りは拒否されてしまいました。

新宿警察署の次に、私は新宿駅の駅長室を訪ねました。その時は 「助役」と名乗

る方が対応してくれました。私は、平成 21年 12月 10日 の晩に息子に起きた事

件について説明して、「記録があるのでしたら、見せていただきたいのですが」とお

願いしましたさ助役さんは棚からノー トを取り出して、 12月 10日 の日誌を見せ

てくださいました。そこには、【23:05 第 8ホーム 迷 惑行為で110番 】と

書かれていました。その時に、「第8ホーム」とは15。 16番 線のホームを指して

いること、息子が暴行を受けた階段を 「北通路代々本方階段」と駅職員の方たちが

呼んでいること、また、階段上に設置されたカメラは、人通りがなければ、階段の

下まで写すカメラだということを教えていただきました。その際、目撃者捜しのビ

ラを配る許可をもらおうと思いましたが、許可してはもらえませんでした。

以上のような経緯で、もう警察のことは信用することができなくなりましたから、

それ以降、浜田薫弁護士さんに相談することにしました。また、私自身が行動して、



真相を知る手がかりを探さないといけないという気持ちから、新宿駅に行き、目撃

情報の提供の呼びかけを行 うようになりました。

平成 22年 3月 1日、警視庁情報公開センターに息子の 110番 通報の情報開示

を申し立てました。東京都の個人情報開示課と相談したところ、警察の担当者に問

い合わせをしてくださいましたが、東京都の職員の方から 「警察からの情報開示は

難しい。」と言われました (実際、4月 27日 、検察庁から 「(新宿署が送致した)

不起訴記録は非開示」との連絡を受けています)。そこで、浜田弁護士と相談して、

情報開示請求とは別に、弁護士会の23条 照会を申立ててみることにしました。3

月18日 に浜田弁護士に23条 照会を申請してもらい、息子からの 110番 通報の

受信時刻と通話時間をはじめ、5項 目の事項を警視庁通信指令室に照会してもらい

ました。

その後、4月 19日 付けで警察から回答がありましたが、「原田信助さんと認めら

れる男性から、平成 21年 12月 10日 午後 11時 27分 に、新宿駅で、けんか 。

口論となり、駅員に囲まれている旨の110番 通報がありました。その余は、貴意

に添いかねます。」という、ごく簡単なものでしかありませんでした。

警祭は、息子が亡くなつたのをいいことに、息子を痴漢事件の被疑者にでっちあ

げてしまいました。これは、平成 22年 1月 11日 頃まで、新宿署副署長ですら息

子は痴漢事件の犯人じゃないと断言していたこととまるつきり正反対の対応です。

新宿警祭署は一体どうしてしまったのだろうと、未だに不可思議でたまりません。

その一方で、息子を被害者とする暴行事件については、何度頼んでも、被害届す

ら受理してもらえませんでした。すでにお話ししたように、2月 25日 、私が息子

に代わつて暴行事件の被害届を提出したいといっても、全く取り合つてもらえませ

んでした。

3月 23日 、私は浜田弁護士とともに新宿警祭署へ行き、息子に暴行を振るつた

とされる男子大学生を、住所 ・氏名不詳のまま、暴行容疑で告訴状を提出しようと

しました。これは、警察は市民から告訴状が提出されたら、拒否できないと聞いて

いたからです。しかし、対応した署員は、一旦告訴状を預かつたのち、30分 位し

てから、「こちらの書面なんですけど、うちの方で結了した事実が認められたという

ことで、もううちの方で取り扱 うことはできないということなんです。」と言つて、

告訴状は突っ返されてしまいました。私は 「息子は後日、こちらに被害届を出すこ

とになっていた 。・・」と申し上げたのですが、署員からは取り扱 うことはできな

いからと、頑として告訴状の受け取りを拒否されてしまいました。

そこで、この告訴状を浜田弁護士の方から新宿警察署に郵送してもらいましたが、

「受理できない」とのことで、後日送り返されました。

それならということで、4月 6日 、今度は東京地方検察庁に告訴状を提出するこ

とにしました。私は途中の待合室で待たされたのですが、浜コ弁護士から検察庁の
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方にお話ししてもらいました。検祭庁の方では新宿警察署に提出するようにと、な

かなか受け取ろうとしなかったそうですが、 1時 間ぐらいも粘つてくれたお陰で、

とりあえず告訴状は預かり、受理するかどうかは検討して回答してもらえることに

なりました。その後、4月 20日 、検祭庁から電話があり、検祭庁では息子を被害

者とする暴行事件の告訴を受理する方向で動く旨連絡がありました。また、証拠と

してボイスレコーダーを提出して欲しいとのことでした。弁護士さんからは、検察

庁から言われた通りにボイスレコーダーを提出した方がいいと何度も言われました

が、どうして暴行事件の告訴を受理するために、警察の取り調べの一部始終を録音

したボイスレコーダーが必要なのかという不審が拭えなかったので、すぐには検察

庁に提出しませんでした。その後、周 りの人のアドバイスなども受けて思い直し、

後日、浜田弁護士を通じてボイスレコーダーを検祭庁に提出しています。

10  私 は、以上のような動きの傍ら、平成 22年 3月 11日 から、新宿駅でのチラシ

配りを開始し、目撃者や有力な情報を集めようとしました。

その甲斐あって、いくつかの有力な目撃情報が寄せられました。

平成 22年 4月 7日 、息子の事件を目撃したという40歳 前後くらいの会社員男

性から、目撃情報が寄せられました。その目撃者の方は、私が新宿駅でチラシ配り

をしていたところに通りかかり、「あっ、あれじゃないかな?」 と反応されたので、

私が 「目撃されましたか?」 とお尋ねしたところ、次のようなお話をしていただけ

ました。「階段から降りかかったところ、階段下の右側でけんかをしていると思った

ので、左側からよけて通りました。他の方も同じように、左側を通行していました。」、

「その日は出張から帰ったところで、車内で喧嘩があつたので、『また喧嘩か』と思

い、関わらないようによけて通りました。」とのことでした。

平成 22年 4月 8日 、40代 後半の女性から目撃情報が寄せられました。その方

は、現場の階段を下からホームヘ向けて通られたとのことですが、「仕事の帰りに通

りかかると、階段下で、喧嘩をしていた。喧嘩をしていると思い、右側からよけて

通りました。遠巻きに見ている人がいました。若い女性が、複数名立っていたと記

憶しています。」とのことでした。

平成 22年 4月 15日 、 30代 前半の女性から目撃情報が寄せられました。その

方は駅前のスポーツジムに毎週木曜日に通つていることから、その帰りに新宿駅の

現場付近を通るということでしたが、「(平成 21年 12月 10日 )午 後 11時 20

分前に現場を通つたところ、階段の下の方に、かなり大きな血痕があるのを目撃し

ました。」、「本曜日には毎週午後 11時 15分 より前に現場の階段付近を通ります。」、

「西日改札から通つて (新宿駅のホームの)15番 線 。16番 線の階段をいつも (木

曜日に)通 つていますが、改札から通路に至るまで、原田信助さんの騒ぎと思われ

るものは、何も見ていません。見たのは、階段にあった血痕だけです。」、「血痕は、
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(階段の)4～ 5段 目よりも、もつと上の方だったと記憶しています。」とのことで

した。

平成 22年 4月 24日 、メールで目撃情報が寄せられました。そのメールには、

数人の若者が目撃者の上の方へ本件現場の階段を上って行つたこと、自分からは見

上げる形になるが、その若者の集団以外に通行人は見当たらなかったこと、その若

者の集団と誰か他の人の喧嘩のような声が聞こえたこと、若者集団の男性A(茶 髪)

が1人 の男性B(原 告注 :原田信助のことか?)を 羽交い締めのような形で捕まえ

ていたこと、腹や顔を殴られて男性Bが 転倒したこと、その後も暴行が続いたこと、

などが記されていました。それから、これは不確かなことかもしれないとの注釈付

きですが、現場には所謂
“
ギャル系

"の
月長装の女性2名 がいたこと、その女性たちは小

柄で、容姿からしてキャバクラ嬢のように思われたこと、もつとも、その女性たち

は、その時の自分には、先ほどの若者の集団と同じグループに見えたが、もしかし

たら、ただ近くを歩いていて、採め事が始まったからその場に立ち止まっただけだ

つたのかもしれないと思う、などとも記載されていました。

平成 22年 8月 5日 、30～ 40代 の会社員風の男性の方からも目撃情報が寄せ

られました。その方は、息子の事件かどうか分かりませんがという断りを入れた上

で、「(平成 22年 12月 10日 )午 後 11時 過ぎに、一人の男性を、複数の警察官

が交番へ連れて行くのを見ました。」とのことでした。

平成 22年 10月 13日 、東京地方検察庁特捜部の佐藤検事にこうした目撃情報

を伝えています。同日の夜、新宿駅で、息子に対する集団暴行現場を目撃したとい

う方とお会いすることができました。その人の話によると、「平成 21年 12月 10

日午後 11時 過ぎ、JR新 宿駅の総武線ホーム (池袋方面行き)に 向かう階段の下

付近で、頭を抱えてうずくまっていた若い男性が、2, 3人 の若い男性に囲まれ、

蹴られている現場を見ました。西日改札口で駅員さんに喧嘩のことを伝えた後、喧

嘩があった階段とは逆方向の階段からホームに上がり、午後 11時 16分 頃の総武

線の高尾方面電車に乗り、午前0時 までに帰宅して、見たいテレビ番組を見ること

ができました。」とのことでした。この方は、 10月 17日 、検祭庁に出向いて下さ

り、陳述書を提出してくれたということです。

11  平 成 22年 5月 以降、息子の事件が冤罪事件ではないかということで話題になり、

産経新聞、毎日新聞や夕刊フジなどの新聞、共同通信、週刊ポス トや週刊女性など

の雑誌、フジテレビの 「スーパーニュース」やTBSの 「ニュース」、さらには、ニ

コニコ動画やその他のインターネットでも報道されるようになりました。

しかし、新聞やテレビの取材に対する新宿警察署の説明は、とても不誠実極まり

ないものでした。

例えば、平成 22年 5月 20日 付けの産経新聞では、どうして私に 「(信助の)容

疑は晴れた」との説明をしたかという記者の質問に対して、新宿警察署は、「当時は
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カメラを確認する前だった」と説明していますが、後にJR東 日本に対する証拠保

全により、JR東 日本は防犯カメラの映像を事件直後の平成21年 12月 11日 に

は新宿警察署に渡していたことが明らかになつています (甲6)。

12  平 成 22年 6月 28日 、新宿駅駅長室で、秋美助役からお話をお伺いすることが

できました。そのときの様子は、録音 (甲7の 1・CD一 R)、録音反訳 (甲7の 2)

のとおりです。

秋葉助役は、駅長室の日誌 (ノー ト)を 見ながら、はっきりと、平成 21年 12

月 10日 の午後 11時 00分 頃に2人 の駅員が本件現場に駆けつけ、その5分後く

らいの午後 11時 5分 に110番 通報したと説明されました。この″点は、JR東 日

本から裁判所に提出された 「業務日誌」(甲8の 2)に も、「警祭要請件数」の欄に

「③ 23:05 第 8ホ ーム」と記載されていることからも明らかだと思います。

また、秋葉助役によれば、「警祭に引き渡した時間は、通常だと110番 通報をして

から10分 か 15分 後になる」(甲7の 2)と いうことですから、息子が新宿駅西日

(交番)に 行つたのは、11時 15分 か20分 くらいのことであったことが分かり

ます。

私は、これは大変なことになったと思いました。それまでは、3月 18日 付けの

23条 照会の回答として、警察からは、信助の110番 通報が、平成 21年 12月

10日 の 「午後 11時 27分 」であつたとされていました。しかし、午後 11時 2

7分 だと、4月 15日 に目撃情報を寄せてくれた女性の話 (毎週木曜日の午後 11

時20分 前には現場付近を通つており、事件の日に通つた時には、現場には血痕だ

け残され、喧嘩している様子はなかったこと)と 食い違い、おかしいなと感じてい

ました。秋葉助役のお話から、食い違いの原因は、警察の回答内容が事実と違 うか

らだということが分かりました。ただ、浜田弁護士とも相談したところ、もしかし

たら11時 27分 の通報の前に,魯子から110番 通報が入つていたのかもしれない

ということになり、その点の確認が必要になるということで、改めて23条 照会を

することにしました。

7月 5日 、浜田弁護士の方から、 11時 27分 より前の原田信助からの110番

通報が入つていないか、入つていたらその内容を明らかにして欲しいなど、合計6

項目の照会事項で、再度、23条 照会を申請してもらいました。

しかし、平成 22年 8月 13日 付けで警視庁から来た照会回答書の内容は、およ

そ期待外れでした。それは、11時 20分 に信助の携帯電話から110番 通報が入

つているが、無言で切断された、というだけだったからです。

そこで、平成 22年 10月 1日 、貿渡、23条 照会を申請することにしました。

内容は、 11時 20分 より前に原田信助からの110番 通報が入つていないか、入

っていたらその内容を明らかにして欲しいなど、合計 6項 目の照会事項です。これ
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に対し、警察からの回答は、 11時 20分 より前に原田信助の携帯電話から110

番通報は入つていないというものでした。

13  110番 通報の23条 照会を3回 も行いましたが、いずれもはかばかしいもので

はありませんでした。しかも、もう事件後 1年 くらいになることから、このまま手

をこまねいていては、警祭や 」R東 日本の方で不利な証拠を廃棄処分してしまうか

も知れないということも本気で心配される状況になりました。

そこで、東京地方裁判所に対して、警視庁通信指令室と」R東 日本に関する証拠

保全を申し立てました。警視庁に対しては、平成 21年 12月 10日 午後 10時 4

5か ら12月 11日 午前0時 25分 までの間の原田信助の110番 通報の録音記録

(甲2参照)、JR東 日本に対しては、新宿駅の監視カメラの映像を、それぞれ証拠

保全するように求めました。

これに対して、警視庁は、 12月 2日 の第 1回 目の期日には、証拠保全決定を受

け取つたばかりで内容確認ができないこと、裁判所といえども通信指令室に入られ

ると業務に支障が生じるなどということを理由に、その場での検証は拒否しました

(甲2)。そこで、12月 27日 、日を改めて、証拠保全を行いましたが (甲3の 1)、

この時は、110番 情報メモ (甲3の 2～ 3)、 23条 照会の記録 (甲3の 4～ 5)

しか提出せず、私が強く望んだ音声記録は提出しませんでした。

」R東 日本に対しては、12月 7日 に証拠保全が行われましたが、JR東 日本は、

元々DVDに 記録していたはずのデータをわざわざVHSに 録画した、不鮮明な映

像資料しか提出しませんでした。 」R東 日本側によれば、DVDは 警祭に提出し、

その後、VHSの 形で返却されたものだということでした。

いずれも、警視庁と」R東 日本側の対応ほとても不誠実なもので、思ったほどの

成果は得られませんでした。しかし、それでも、110番 情報メモ (甲3の 2)に

は、「処理てん末状況」に 「痴漢の事実が無く相互暴行として後日地域課呼び出しと

した。」とあり、警祭は当初、息子に痴漢容疑がないという取扱いをしていた事実が

明らかになりました。また、JR東 日本が提出したビデオテープの箱には、「200

9.12.10。 第 8ホーム北通路階段 23:05 旅 客 トラブル 原 田様 保

存」とペン書きされており、ビデオの表面シールには 「H21・ 12。 11に 新宿

警察へ提出したDVD」 、「H22・ 8。 17 新 宿警察署より返却された」とペン

書きされています。つまり、新宿警察署では事件直後の平成21年 12月 11日 に

すでに」R東 日本からこのDVDの 提出を受けていたことが明らかになりました。

このビデオの写真だけから見ても、平成 22年 1月 中旬頃まで映像の検討ができな

かったので、息子を痴漢犯人じゃないと判断してその旨私に説明したが、その後映

像を検討して、息子が犯人だと分かつたという、これまでの警察側の説明が真っ赤

なウノであることが明らかになったといえます。
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14  息 子は明るく、正義感の強い子でした。小学生の頃には、クラス内に深刻ないじ

めがあり、体が大きくて力の強い男子児童が、教師の目の届かないところで、小さ

くて弱い子だけを狙つて暴力を振るつていたそうです。しかし、息子はそういうい

じめを黙つて見ていることはできず、そのいじめっ子に 1人 で立ち向かい、体を張

つていじめをやめさせたということがありました。また、息子が亡くなってから知

ったことですが、早稲田大学在学中に痴漢被害に遭つた友人女性に頼まれて、痴漢

加害者の弁護士との話し合いの席に同席し、折衝の力になって上げたということで

す。その友人女性からは、「原田君に、お世話になったのに、ご思返しもできず申し

訳ありませんとお伝え下さい」と言われました。それから、息子は、早稲田大学商

学部を卒業後、平成20年 4月 、独立行政法人」AXAに 入社しました。総務部総

務課に配属されたのですが、入社間もなく、オフィスに不審者が侵入した事件があ

つたそうで、その際、息子は、体を張つて不審者を捕まえたと、同期の方からうか

がいました。このように、息子は正義感が強い性格ですから、痴漢被疑者として取

り扱われることは、とても耐えられないくらいの屈辱であつたに違いありません。

母校を愛していた息子には大きな夢がありました。将来、自分のようにあまり経

済的に裕福ではない学生たちのために、奨学金を作り、彼らを応援したい、という

ものでした。そのことが息子にとつて、社会へ出る大きなモチベーションになって

いるようでした。息子は、 JAXAで も、持ち前の正義感と責任感で日々 にしく仕

事に励んでいたのですが、もともとは大学職員志望だつたことから、勤めを続けて

いるうちに将来の展望とのギャップが生じ、それでも期待に応えようと頑張つては

みたものの、やはり今の自分に必要なことを優先したいと、約 1年 半 (平成 21年

9月 30日 付け)で 」AXAを 退職しました。大学職員への転職を目指して転職活

動を行つた結果、平成21年 10月 、この事件のほんの2月 ほど前に、念願叶つて、

東京の私立の美術大学の職員に採用されました。息子は、将来に大きな夢を抱き、

それに向かつて日々 努力していましたし、JAXAか ら美大職員に転職することに

よつて、自分の夢に一歩ずつ近づいているという充実した実感を持つていたのです。

しかも、転職先の大学でも、親切な上司や同僚に恵まれ、人生これからだというま

さにそのような時期でした。

息子の残したノー トには、

「こうなっちゃった人生 事 件 ど ういう訳で !」

と書き殴られていました。まだ25歳 でした。

息子は、平成 21年 12月 10日 午後 11時 頃、新しい職場の歓迎会の後、帰宅

のため、新宿駅構内を通行中、見知らぬ男子学生より、突然階段から引き落とされ、

暴行を振るわれました。男子大学生から殴られ続けた息子は、何とか抵抗して態勢

を反転し、「今、暴行を受けてる」と、携帯電話から110番 通報して必死に助けを
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求めたのです。しかし、女性が 「痴漢」と言つただけで、駆けつけた2人 の駅員に

襟首を掴まれたり、突き飛ばされたりしました。これだけのことでも、普通の一般

市民にとつては、とても凄まじいことだと思います。

そのうえ、決定的だったのは、警祭が、暴行被害者である息子を保護するどころ

か、痴漢事件の容疑者と頭から決めつけ、自分は被疑者ではなく被害者だという息

子の言い分を聞こうともせず、朝4時 頃まで長時間にわたって警察署に留め置き、

執勤な取り調べを続けたことだったろうと思います。息子は、警察は正義を守る機

関であるはずなのに、何の理由もなく自分のことを痴漢容疑者と決めつけたばかり

か、自分の言い分を少しも聞いてくれない、受け入れてくれないということに、た

だただ驚悟するばかりだつたと思います。夢も希望も、自分の常識やモラル、人生

観などの人が人として生きる上で大切な価値さえも、不条理に打ち砕かれてしまっ

た、そんな悲痛で悲壮な叫びが、先ほど引用した息子のノー トの殴り書きからにじ

み出ています。

この裁判では、検察庁から開示された事件記録から、新宿警察署では、息子を痴

漢の犯人と断定することはできないと判断していたことが、明らかになりました。

これは、黄海副署長が当初、私に告げていたことと全く同じです。私が'降しくて仕

方ないのは、どうしてその事を一言でもいいから息子に告げてくれなかったのかと

いうことです。もちろん、警察の息子に対する対応はどれもひどいものばかりです

から、痴漢容疑が晴れたことを言つてくれていたとしても、その責任が軽くなるわ

けではありません。しかし、それでも、息子に一言、「取り調べた結果、あなたの痴

漢容疑は認められなかった」と言つてくれさえすれば、息子は、生きる気力までは

奪われなかったのではないかと思うと、悔しくて仕方ありません。

新宿警察署の取調室から解放され、案内された2階 のノファに座り込んだ息子は、

初めて泣き声をあげました。その様子は、証拠提出したボイスレコーダーにまざま

ざと記録されています。そして、深いため息、お腹が鳴る音。どんなに悔しくて、

どんなに辛かったことでしょう。身体も痛かったでしょう。眠りたかつたでしょう、

お腹も空いていたことでしょう。ノファで少し仮眠をとった後、息子はこう呟いて

います。

「よし、行こう。」

これが息子の最後の肉声です。迷いのない、きっぱりとした声でした。しかし、

その後聞こえてきたのは、身体の奥底から絞り出すような、深い、深い鳴咽でした。

新宿駅や交番、新宿警察署で受けた酷い仕打ちにより、息子の心がずたずたに引き

裂かれてしまいました。ボイスレコーダーを聞いている私でさえ、身が引き裂かれ

るような思いですから、本人の心の痛みは推し量りようもありません。
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15  息 子の死後の経緯は、これまでご説明してきた通りです。警察の息子に対する対

応は到底許せませんが、息子の死後の対応も、同じくらい、許せません。あまりに

も酷すぎると思います。

息子は、私にとつては大切な家族でした。
一緒に支え合い、これまで生きてきま

した。そんな大切な息子が、しかも、事件の直前まで夢を抱いて生き生きと暮らし

ていた息子が、突然、いなくなるというだけでも、母親である私にとっては、耐え

がたい悲しみです。それこそ、身が引き裂かれる思いです。

ところが、警察は、息子の自殺の責任を追及されることを怖れたためでしょう、

死後に、息子が痴漢容疑者でないことを十分に分かりながら、痴漢容疑者の烙印を

押し、事件を間に葬り去ろうとしました。こんなことは到底許せません。死者にむ

ち打つ行為であるばかりでなく、母親である私の、息子を失つて空いた大きな心の

傷に、更に塩を塗り込むような、とんでもなく酷い仕打ちです。いくらなんでもや

り過ぎだと思います。

私の願いは、息子の死の真相を明らかにしたい、息子に掛けられた事実無根の痴

漢容疑を晴らしたい、息子が容疑者ではなく、実は暴行事件の被害者であつたとい

うことを明らかにしたい、ということにあります。しかし、そのためには、警察が

心から反省し、警察組織のための警察ではなく、市民のための警察という、本来あ

るべき姿に立ち戻る必要があると思います。この裁判が市民のための警察を実現す

る第一歩になればと、切に願つています。

以上
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